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第
十
号
　
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
お
よ
び
和
解

◎
給
食
を
配
送
す
る
た
め

給
食
セ
ン
タ
ー
の
門
を
出

た
と
こ
ろ
で
、
バ
ッ
ク
し

た
際
、車
両
に
気
づ
か
ず
、

衝
突
し
た
。
損
害
賠
償
の

額
九
万
五
千
六
百
五
十
九

円
。

第
十
一
号
　
繰
越
明
許
費

繰
越
計
算
書（
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
）の
報
告

第
十
二
号
　
学
校
給
食
費

滞
納
整
理
に
お
け
る
訴
え

の
提
起

◎
債
券
額
一
万
五
千
百
十

円
、
学
校
給
食
費
に
係
る

少
額
訴
訟
を
高
知
県
簡
易

裁
判
所
に
提
起
す
る
も
の
。

第
十
三
号
　
学
校
給
食
費

滞
納
整
理
に
お
け
る
訴
え

の
提
起

◎
債
券
額
七
万
三
千
九
百

十
五
円
、
以
下
十
二
号
と

同
様
。

第
十
四
号
　
草
刈
作
業
中

の
小
石
跳
ね
上
げ
事
故
の

損
害
賠
償
額
の
決
定

◎
四
月
二
十
七
日
、
旭
町

公
園
に
て
草
苅
作
業
中
、

機
械
が
小
石
を
跳
ね
上
げ

隣
接
地
に
駐
車
し
て
あ
っ

た
車
両
の
リ
ア
ガ
ラ
ス
を

損
壊
し
た
。
損
害
賠
償
の

額
七
万
八
千
百
十
円
。

第
十
五
号
　
硬
式
野
球

ボ
ー
ル
に
よ
る
自
動
車
破

損
事
故
に
か
か
る
賠
償
支

払
い

◎
五
月
二
日
、
土
佐
山
田

ス
タ
ジ
ア
ム
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
四
国
ア
イ
ラ
ン

ド
リ
ー
グ
の
公
式
戦
で
、

フ
ァ
ー
ル
ボ
ー
ル
が
防
球

ネ
ッ
ト
を
越
え
て
駐
車
場

の
自
動
車
に
当
た
っ
た
。

賠
償
金
の
額
九
万
円
。

第
一
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
七
号
）

第
二
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
三
号
）

第
三
号
　
平
成
二
十
年
度

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
四
号
）

第
四
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

四
号
）

第
五
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
特
定
環
境
保
全
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
四
号
）

第
六
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
農
業
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
七
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
老
人
保
健
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
二
号
）

第
八
号
　
平
成
二
十
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
五
号
）

第
九
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計（
保
健
事
業
勘
定
）補
正

予
算（
第
四
号
）

第
十
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計（
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）

補
正
予
算（
第
三
号
）

第
十
一
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

第
十
二
号
　
香
美
市
税
条

例
の
一
部
改
正

第
十
三
号
　
香
美
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

改
正

第
十
四
号
　
香
美
市
固
定

資
産
税
の
課
税
免
除
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

（
以
上
、全
員
賛
成
に
て
承
認
）

第
六
十
四
号
　
香
美
市
議

会
議
員
の
議
員
報
酬
、
期

末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

第
六
十
五
号
　
香
美
市
長

等
の
給
与
及
び
旅
費
支
給

条
例
の
一
部
改
正

第
六
十
六
号
　
香
美
市
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
六
十
四
号
か
ら
六
十
六

号
は
、
高
知
県
人
事
委
員

会
が
、
二
十
一
年
六
月
に

支
給
す
る
期
末
手
当
の
支

給
月
数
の
一
部
を
凍
結
す

る
勧
告
を
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
本
市
に
お
い
て
も

条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

第
六
十
七
号
　
平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
立
山
田
小

学
校
耐
震
改
修
工
事
（
建

築
主
体
工
事
）
の
請
負
契

約
の
締
結

◎
契
約
金
額
二
億
八
百
九

十
五
万
円
、
契
約
の
相
手

方
　
黒
岩
工
業
株
式
会
社

（
以
上
、全
員
賛
成
に
て
可
決
）

Ｑ
　
報
告
十
号
で
、
車
は

市
の
車
で
、
運
転
者
は
委

託
先
の
職
員
だ
が
、
こ
う

し
た
事
故
等
の
契
約
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

Ａ
　
委
託
業
者
と
の
関
係

で
は
車
に
は
使
用
貸
借
契

約
が
あ
る
。
保
険
料
に
関

し
て
は
市
の
支
払
い
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
の
事

故
は
保
険
料
の
中
で
支

払
っ
た
。

Ｑ
　
本
来
は
委
託
業
者
が

車
を
構
え
て
や
る
の
で
は

な
い
か
。
事
故
等
が
起
き

た
場
合
の
責
任
に
つ
い
て

や
は
り
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
市
の
ほ
う
は
従
来
か

ら
自
動
車
は
使
用
貸
借
契

約
と
い
う
こ
と
で
無
償
で

貸
し
付
け
て
い
る
状
況

だ
。

Ｑ
　
報
告
十
一
号
で
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
改
正

対
応
作
業
委
託
業
務
だ

が
、
ど
う
い
う
改
正
で
年

度
が
ま
た
が
っ
て
い
る
い

の
か
、
ま
た
委
託
先
は
ど

こ
か
。

Ａ
　
シ
ス
テ
ム
改
修
で
、

委
託
先
は
四
国
行
政
だ
。

予
算
が
二
十
年
度
に
つ
い

て
二
十
一
年
度
の
事
業
と

し
て
実
施
す
る
も
の
で
、

繰
越
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
承
認
一
号
で
、
市
道

商
店
街
排
水
路
の
改
修
工

事
は
既
存
の
排
水
路
へ

ボ
ッ
ク
ス
を
入
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
断
面

が
せ
ま
く
な
る
の
で
は
、

ま
た
、
豪
雨
の
時
の
流
入

で
あ
ふ
れ
る
心
配
は
な
い

の
か
。

Ａ
　
委
託
先
で
断
面
が
正

し
い
か
ど
う
か
も
含
め
、

設
計
の
算
定
に
入
っ
て
い

る
。
商
店
街
の
下
に
は
雨

水
幹
線
が
あ
る
の
で
、
側

溝
か
ら
あ
ふ
れ
る
こ
と
は

な
い
。

Ｑ
　
シ
カ
の
個
体
数
、
減

額
だ
が
実
績
は
。

Ａ
　
六
百
五
十
頭
の
予
算

だ
っ
た
が
、
四
百
六
頭
分

の
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
指
定
管
理
者
の
返
還

金
に
つ
い
て
の
説
明
を
。

Ａ
　
奥
物
部
開
発
公
社
に

十
九
年
度
指
定
管
理
料
と

し
て
支
出
し
た
退
職
金
分

を
市
に
返
還
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
返
還
せ

ず
に
二
十
年
度
の
指
定
管

理
料
と
相
殺
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
補
正
に
誤
っ
て

計
上
し
て
い
た
も
の
だ
。

Ｑ
　
商
工
業
振
興
関
係
の

企
業
誘
致
費
で
旅
費
が
減

額
に
な
っ
て
い
る
。
担
当

課
や
市
長
が
ど
の
よ
う
な

行
動
を
さ
れ
た
の
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
県
と
共

に
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
の
企
業

誘
致
に
大
阪
へ
行
っ
た

が
、
希
望
す
る
企
業
が
な

か
っ
た
。
も
っ
と
進
め
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｑ
　
承
認
三
号
で
諸
収
入

の
減
額
だ
が
、
簡
易
水
道

移
転
保
障
費
を
減
額
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
進
行
状

況
が
お
も
わ
し
く
な
い
の

か
。

Ａ
　
特
定
環
境
保
全
下
水

道
工
事
、
小
川
地
区
と
逆

川
農
業
排
水
事
業
に
よ
る

簡
易
水
道
の
水
道
管
の
移

設
工
事
で
事
業
費
が
確
定

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。

Ｑ
　
入
札
減
は
何
社
で

行
っ
た
結
果
か
。

Ａ
　
指
名
は
二
十
業
者
だ
。

Ｑ
　
承
認
六
号
で
、
逆
川

地
区
の
事
業
で
地
元
説
明

は
完
了
し
た
の
か
。

Ａ
　
受
益
者
負
担
分
の
説

明
は
一
旦
は
完
了
し
た
が

ま
だ
、
工
事
の
説
明
を
毎

年
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
具
体
的
に
使
用
料

の
こ
と
な
ど
説
明
を
す

る
。

Ｑ
　
次
回
の
工
事
に
関
す

る
説
明
は
い
つ
か
。

Ａ
　
現
在
、
入
札
の
準
備

を
進
め
て
お
り
、
七
月
の

下
旬
を
予
定
し
て
い
る
。

報

　
　告

承

　
　認

議

　
　案
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第
十
号
　
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
お
よ
び
和
解

◎
給
食
を
配
送
す
る
た
め

給
食
セ
ン
タ
ー
の
門
を
出

た
と
こ
ろ
で
、
バ
ッ
ク
し

た
際
、車
両
に
気
づ
か
ず
、

衝
突
し
た
。
損
害
賠
償
の

額
九
万
五
千
六
百
五
十
九

円
。

第
十
一
号
　
繰
越
明
許
費

繰
越
計
算
書（
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
）の
報
告

第
十
二
号
　
学
校
給
食
費

滞
納
整
理
に
お
け
る
訴
え

の
提
起

◎
債
券
額
一
万
五
千
百
十

円
、
学
校
給
食
費
に
係
る

少
額
訴
訟
を
高
知
県
簡
易

裁
判
所
に
提
起
す
る
も
の
。

第
十
三
号
　
学
校
給
食
費

滞
納
整
理
に
お
け
る
訴
え

の
提
起

◎
債
券
額
七
万
三
千
九
百

十
五
円
、
以
下
十
二
号
と

同
様
。

第
十
四
号
　
草
刈
作
業
中

の
小
石
跳
ね
上
げ
事
故
の

損
害
賠
償
額
の
決
定

◎
四
月
二
十
七
日
、
旭
町

公
園
に
て
草
苅
作
業
中
、

機
械
が
小
石
を
跳
ね
上
げ

隣
接
地
に
駐
車
し
て
あ
っ

た
車
両
の
リ
ア
ガ
ラ
ス
を

損
壊
し
た
。
損
害
賠
償
の

額
七
万
八
千
百
十
円
。

第
十
五
号
　
硬
式
野
球

ボ
ー
ル
に
よ
る
自
動
車
破

損
事
故
に
か
か
る
賠
償
支

払
い

◎
五
月
二
日
、
土
佐
山
田

ス
タ
ジ
ア
ム
に
お
い
て
開

催
さ
れ
た
四
国
ア
イ
ラ
ン

ド
リ
ー
グ
の
公
式
戦
で
、

フ
ァ
ー
ル
ボ
ー
ル
が
防
球

ネ
ッ
ト
を
越
え
て
駐
車
場

の
自
動
車
に
当
た
っ
た
。

賠
償
金
の
額
九
万
円
。

第
一
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
七
号
）

第
二
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
住
宅
新
築
資
金
等

貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
三
号
）

第
三
号
　
平
成
二
十
年
度

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
四
号
）

第
四
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

四
号
）

第
五
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
特
定
環
境
保
全
公

共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
四
号
）

第
六
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
農
業
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
）

第
七
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
老
人
保
健
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
二
号
）

第
八
号
　
平
成
二
十
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
五
号
）

第
九
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計（
保
健
事
業
勘
定
）補
正

予
算（
第
四
号
）

第
十
号
　
平
成
二
十
年
度

香
美
市
介
護
保
険
特
別
会

計（
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
）

補
正
予
算（
第
三
号
）

第
十
一
号
　
平
成
二
十
年

度
香
美
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
三
号
）

第
十
二
号
　
香
美
市
税
条

例
の
一
部
改
正

第
十
三
号
　
香
美
市
国
民

健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

改
正

第
十
四
号
　
香
美
市
固
定

資
産
税
の
課
税
免
除
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

（
以
上
、全
員
賛
成
に
て
承
認
）

第
六
十
四
号
　
香
美
市
議

会
議
員
の
議
員
報
酬
、
期

末
手
当
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

第
六
十
五
号
　
香
美
市
長

等
の
給
与
及
び
旅
費
支
給

条
例
の
一
部
改
正

第
六
十
六
号
　
香
美
市
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

◎
六
十
四
号
か
ら
六
十
六

号
は
、
高
知
県
人
事
委
員

会
が
、
二
十
一
年
六
月
に

支
給
す
る
期
末
手
当
の
支

給
月
数
の
一
部
を
凍
結
す

る
勧
告
を
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
本
市
に
お
い
て
も

条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

第
六
十
七
号
　
平
成
二
十

一
年
度
香
美
市
立
山
田
小

学
校
耐
震
改
修
工
事
（
建

築
主
体
工
事
）
の
請
負
契

約
の
締
結

◎
契
約
金
額
二
億
八
百
九

十
五
万
円
、
契
約
の
相
手

方
　
黒
岩
工
業
株
式
会
社

（
以
上
、全
員
賛
成
に
て
可
決
）

Ｑ
　
報
告
十
号
で
、
車
は

市
の
車
で
、
運
転
者
は
委

託
先
の
職
員
だ
が
、
こ
う

し
た
事
故
等
の
契
約
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

Ａ
　
委
託
業
者
と
の
関
係

で
は
車
に
は
使
用
貸
借
契

約
が
あ
る
。
保
険
料
に
関

し
て
は
市
の
支
払
い
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
の
事

故
は
保
険
料
の
中
で
支

払
っ
た
。

Ｑ
　
本
来
は
委
託
業
者
が

車
を
構
え
て
や
る
の
で
は

な
い
か
。
事
故
等
が
起
き

た
場
合
の
責
任
に
つ
い
て

や
は
り
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
　
市
の
ほ
う
は
従
来
か

ら
自
動
車
は
使
用
貸
借
契

約
と
い
う
こ
と
で
無
償
で

貸
し
付
け
て
い
る
状
況

だ
。

Ｑ
　
報
告
十
一
号
で
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
改
正

対
応
作
業
委
託
業
務
だ

が
、
ど
う
い
う
改
正
で
年

度
が
ま
た
が
っ
て
い
る
い

の
か
、
ま
た
委
託
先
は
ど

こ
か
。

Ａ
　
シ
ス
テ
ム
改
修
で
、

委
託
先
は
四
国
行
政
だ
。

予
算
が
二
十
年
度
に
つ
い

て
二
十
一
年
度
の
事
業
と

し
て
実
施
す
る
も
の
で
、

繰
越
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
承
認
一
号
で
、
市
道

商
店
街
排
水
路
の
改
修
工

事
は
既
存
の
排
水
路
へ

ボ
ッ
ク
ス
を
入
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
断
面

が
せ
ま
く
な
る
の
で
は
、

ま
た
、
豪
雨
の
時
の
流
入

で
あ
ふ
れ
る
心
配
は
な
い

の
か
。

Ａ
　
委
託
先
で
断
面
が
正

し
い
か
ど
う
か
も
含
め
、

設
計
の
算
定
に
入
っ
て
い

る
。
商
店
街
の
下
に
は
雨

水
幹
線
が
あ
る
の
で
、
側

溝
か
ら
あ
ふ
れ
る
こ
と
は

な
い
。

Ｑ
　
シ
カ
の
個
体
数
、
減

額
だ
が
実
績
は
。

Ａ
　
六
百
五
十
頭
の
予
算

だ
っ
た
が
、
四
百
六
頭
分

の
減
額
と
な
っ
て
い
る
。

Ｑ
　
指
定
管
理
者
の
返
還

金
に
つ
い
て
の
説
明
を
。

Ａ
　
奥
物
部
開
発
公
社
に

十
九
年
度
指
定
管
理
料
と

し
て
支
出
し
た
退
職
金
分

を
市
に
返
還
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
返
還
せ

ず
に
二
十
年
度
の
指
定
管

理
料
と
相
殺
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
補
正
に
誤
っ
て

計
上
し
て
い
た
も
の
だ
。

Ｑ
　
商
工
業
振
興
関
係
の

企
業
誘
致
費
で
旅
費
が
減

額
に
な
っ
て
い
る
。
担
当

課
や
市
長
が
ど
の
よ
う
な

行
動
を
さ
れ
た
の
か
。

Ａ
　
二
十
年
度
は
県
と
共

に
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
の
企
業

誘
致
に
大
阪
へ
行
っ
た

が
、
希
望
す
る
企
業
が
な

か
っ
た
。
も
っ
と
進
め
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｑ
　
承
認
三
号
で
諸
収
入

の
減
額
だ
が
、
簡
易
水
道

移
転
保
障
費
を
減
額
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
進
行
状

況
が
お
も
わ
し
く
な
い
の

か
。

Ａ
　
特
定
環
境
保
全
下
水

道
工
事
、
小
川
地
区
と
逆

川
農
業
排
水
事
業
に
よ
る

簡
易
水
道
の
水
道
管
の
移

設
工
事
で
事
業
費
が
確
定

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。

Ｑ
　
入
札
減
は
何
社
で

行
っ
た
結
果
か
。

Ａ
　
指
名
は
二
十
業
者
だ
。

Ｑ
　
承
認
六
号
で
、
逆
川

地
区
の
事
業
で
地
元
説
明

は
完
了
し
た
の
か
。

Ａ
　
受
益
者
負
担
分
の
説

明
は
一
旦
は
完
了
し
た
が

ま
だ
、
工
事
の
説
明
を
毎

年
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ

の
中
で
具
体
的
に
使
用
料

の
こ
と
な
ど
説
明
を
す

る
。

Ｑ
　
次
回
の
工
事
に
関
す

る
説
明
は
い
つ
か
。

Ａ
　
現
在
、
入
札
の
準
備

を
進
め
て
お
り
、
七
月
の

下
旬
を
予
定
し
て
い
る
。
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